
平成２５年度第１回国民健康保険運営協議会議事録 

 
 
１ 招集年月日 平成２５年７月２５日（木） 
 
２ 開 催 日 時 平成２５年８月２７日（火）１４：００～１５：３０ 
 
３ 出席者氏名  
（１） 運営協議会委員 

    ア 被保険者代表委員 （５名） 
      武内幸子、丹波地憲子、大石紀代子、長尾由起子、佐藤妙子 
    イ 医療機関代表委員 （５名） 
      藤本裕司、山地直樹、吉岡眞一、藤田賢一郎、原田圭子 
    ウ 公益代表委員 （６名） 
      迎由理男、原賀美紀、小田日出子、中野洋一、添田重幸、上田曜子 
    エ 被用者保険代表委員 （２名） 
      時永正智、熊谷隆義               以上１８名 
（２） 事務局職員 

保健医療部長 工藤一成 
保険年金課長 末若 明 
健康推進課長 大庭千賀子 
  他保険年金課、健康推進課職員 
        

４ 一般傍聴者 ３名 
  報道関係  なし 



◆審議内容（要旨） 

議題１「平成２４年度国民健康保険特別会計決算（見込み）」について 

資料１～６ページ 
【１】本市の保険料収納の取組みについて 

委 員  収納率は下がっているが、結果として昨年実績を上回る保険料の収納している。

所得が低い中で、かなりの努力があったと思うが、その取組みについて伺いたい。 
事務局  24年度については、保険料の引き上げが少し大きかったため、調定自体が前年

度と比べてかなり増えている。収納率は少し下がったが、前年度より収納額とし

ては増えている状況である。また、所得に応じて賦課する所得割という賦課等が

見込みを下回ったため、予算対比では大きな乖離となっている。 
      
【２】一般会計繰入金について 

委 員  全国健康保険協会の加入者が北九州市内では 28万 8千人いる。保険料が政令市
の中で一番安いのはいいが、一般会計繰入金は政令市の中で一番多い。一般会計

繰入金を入れるというのは、結局、市の税金でまかなっているわけであり、協会

のお客様からすると、自分の健康保険の保険料は協会に払い、国保の保険料も自

分の税から払わされているような状況である。一般会計繰入金を減らし、相互扶

助の方向にはできないだろうか。北九州市は、政令市一位の繰入金と政令市最低

の保険料というバランスが悪い。そのあたりの市の考えを伺いたい。 
事務局  医療費については、国県支出金と保険料でまかなうのが原則である。しかし、

これでは、被保険者の負担が多大なものになるので、一人当たりの医療費の伸び

等、相当の伸びについては保険料に転嫁しつつも、それでまかなえない分を一般

会計から繰り入れをしていただいている状況である。 
事務局  繰入金の全てが保険料の補てんに回っているわけではない。また、繰入金全体

の性格であるが、原則は委員のおっしゃるとおりであるが、国保は被保険者の特

性として、退職者や高齢者が多く、他の健康保険と比べて年齢層が高いこと、ま

た、比較的所得階層が低いレベルにあることから、保険数理が働く他の健康保険

と比べると、相互扶助の部分と所得の再分配の機能としての側面がある。そのバ

ランスをどうとるかが国保の難しいところだと考えている。 
委 員  当協会が作成した資料でも、北九州市は 50歳から 70歳までの割合が福岡県の

中でも多い。ここで議論する話ではないかもしれないが、適正な医療のあり方と

いうのは、協会としても課題でもっているので、今後も資料提供等連携していき

たい。 
 
【３】医療費について 

委 員  北九州市は、一世帯あたりの所得は政令市で一番低く、一人当たりの医療費は

政令市の中で二番目に多い。つまり、低所得の方がたくさん病院にかかっている

ということだと思う。そのような人々をどうやったら病院にかからず、健康に暮

らしていけるかを考える必要があると思う。 
事務局  非常に重要な問題だが、短期的な解決は難しい。生活習慣に起因するものから、



感染症など、疾病の原因はさまざまである。高齢化がすすんでいることから、や

はり生活習慣に起因する疾病をどうやって予防していくのかということが、個人

の努力によるところが大きい部分と思っている。市としても特定保健指導等で、

個々人の生活習慣を変えてもらえるような働きかけを行っているわけだが、すぐ

には結果がでない現状である。 
 
 
【４】医療費の適正化について 

会長  重複多受診世帯はどのくらいいるのか。ジェネリックの使用比率はどのくらいか。 
事務局  重複多受診世帯の件について、母数の把握は難しいので、資料に掲載している

のは、実績値である。 
事務局  ジェネリックの件について、ジェネリックへの切り替えがどの程度進んでいる

かについては、数値的なものは持ち合わせていない。 
委 員  ジェネリックの件について。現時点で、数量ベースで 3割程度、金額ベースで 1

割程度がジェネリックを使用している。福岡県の場合、全国平均を少し上回る程

度で推移していると思ってもらってよい。国が認めている保険で使用できる薬が

約 1 万種類あり、先発薬の保険が約２５年ある。その保険が切れた後にジェネリ
ックができる。日本では、国がジェネリックは同じ成分だと認めているが、薬に

は有効成分以外のいろいろな成分があり、患者さんと話していると、色と形が違

うだけでも変更が難しいという一面がある。ジェネリックの推進については、薬

剤師会も協力して進めていっているところであるが、医療というのは患者さんに

対してレディメイドはできない。オーダーメイドでやるのが基本になるわけで、

経済的なバックボーンは理解しているし、内容成分名の表記の工夫や地域への講

演等の協力もしているが、ジェネリック薬品への切り替えに時間がかかることは

ご理解いただきたい。 
 
【５】ジェネリック薬品について 

委 員  同じ成分でジェネリックと先発薬ではどう内容が違うのか。金額的にもどう違

うのか。診療報酬でどう違うのか。 
委 員  薬は 1 万種類近くあるため、薬によって差がある。極端な例では、ジェネリッ

クに変えることで高くなる薬もあれば、1/3になる例もある。薬は非常にデリケー
トであり、価格だけではいけないところがある。内容成分が同じということと、

薬が同じということは本当は違うこと。一錠 1 グラムの薬に 5 ミリグラムの有効
成分が入っているとする。これは、一錠の薬で 5/1000の成分が同じということで、
残りの 995/1000は製剤化するためのいろいろな成分が入っている。これはメーカ
ーによって違うので、「同じ」というのがなかなか理解してもらいにくい。お金の

ことを言われるとつらいところがあるが、切り替えには時間がかかる。 
委 員  ジェネリックを推進していけば、それで診療報酬が安くなると思う。そうすれ

ば全体的に医療費が下がり、保険料も下がるのではないかなと思うが。 
委 員  トータルに考えると下がると思う。医薬の特許をとるのに、現在、５００億か



ら１０００億かかると言われている。0.003％の確率でしか、新しい医薬品は開発
されない。その開発費の回収期間が２５年と国が認めている。ジェネリックの推

進については進めていかないといけないと思っている。 
委 員  ジェネリックを使っても、診療報酬の点数は変わらないのか。 
委 員  薬には薬価があり、ひとつひとつの薬の値段を国が決めている。先発薬が一番

高い値段にあり、ジェネリックは少なくてもそれの 2/3以下と思っていただいてよ
い。 

委 員  医師の立場から。一般名処方をすれば、数点ついたと思う。薬局も、国がジェ

ネリックを推進するために、ジェネリックを出すと数点ついたと思う。今後はな

くなっていく制度ではあると思うが。 
 
 
会 長  本議題について、承認としてよろしいか。 
委 員  （異議なし） 
 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
議題２「北九州市税外歳入の督促及び延滞金条例等の一部改正」について 

資料７～８ページ 
会 長  地方税法の改正に伴う改正ということであり、本議題については、承認として

よろしいか。 
委 員  （異議なし） 
 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 
報告１ 「平成２４年度 特定健康診査・特定保健指導の実績（見込み）」について 

資料９～１０ページ 
【１】後期高齢者支援金の加算減について 

委 員  後期高齢者支援金の評価が２５年度から始まり、６５％受診率がないといけな

いと聞いている。この評価が本市に与える影響について伺いたい。 
事務局  後期高齢者支援金の加算減算に対する考え方についてだが、６５％を達成して

いないと加算されるというわけでない。市町村国保も規模がさまざまであり、一

概に受診率だけで比べるのは難しい。３１．５％（平成２４年度暫定値）の受診

率の北九州市でも、２３年度の順位をみると２０政令市中第５位である。国のほ

うから具体的に出てきている情報としては、健診の受診率と特定保健指導の実施

率が０％のところは加算対象とし、健診の受診率と特定保健指導の実施率の双方

が国が定めている目標実施率（国保については６５％と４５％になるが）をクリ

アしているところを減算対象とするとのことである。まずは、０％の実施率であ

る加算対象のところを選定して、全体の加算額を割り戻した形で減算に分配する

仕組みになるようである。２５年度以降の加算減算の制度については、今後国か

ら具体的な情報が出てくるものと思われる。 



 
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
報告２ 「社会保障制度改革国民会議」について 

資料１１～１２ページ 
 
会長  後期高齢者支援金に対する負担方法を全面総報酬割にすることとあるが、これは

どういうことなのか。 
事務局  被用者保険の中で、後期高齢者支援金を按分するところであるが、現行では 2/3

は加入者割で按分し、残りの 1/3を総報酬割で按分している。全面的に総報酬割に
すると、加入者の所得水準が高い大企業の健康保険組合や共済の負担が大きくな

り、一方で中小企業が加入している協会けんぽの負担が減ることになる。協会け

んぽに国費が入っているので、協会けんぽの負担が減りそれに伴い浮いた国費を

国保に回すという議論が行われている。 
会長  国保にとっては、多少現状より負担が軽くなる可能性があるということか。 
事務局  そうである。国民会議の議論の中で、都道府県化という話がでているが、当事

者となる全国知事会も非常に慎重な姿勢である。現状で都道府県化しても問題解

決にはならず、国保の抱えている構造的な問題が解決した上であれば引き受ける

というスタンスを知事会はとっている。そういう事情も配慮して、財源のことが

議論されている。 
会長  中長期的な話で一本化という話があるが、ここではふれられていないのか。 
事務局  被用者保険、地域保険を含めた一本化ということまでは踏み込んでいない。 
 
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
報告３ 「運営協議会に関する市議会への陳情」について 

報告４ 「運営協議会被保険者代表委員の公募」について 

資料１３～１４ページ 
 
会長  傍聴について、事前申込制を改め先着順へ変更するというのは今回からやってい

るのか。 
事務局  はい。 
会長  広報については、今後も検討いただきたい。 
 
 
 
































